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北海道告示第５５２号

北海道青少年健全育成条例（昭和３０年北海道条例第１７号）第１６条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類 図書コード 図 書 類 の 名 称 発行所、制作所、受審会社等
の種別
雑誌 ５０６２５―９２ 漫画スーパーワイド 必殺おんな仕事人 ２００９年７月２３日発行 株 式 会 社 小 池 書 院

〃 １３８７７―８ 快楽天 ８月号 ２００９年８月１日発行 ワ ニ マ ガ ジ ン 社
〃 １６６１１―８ ドキッ！スペシャル ８月号 ２００９年８月４日発行 株 式 会 社 竹 書 房
〃 ０２５９１―０８ カルビ POWER ８月号 ２００９年８月１日発行 若 生 出 版 株 式 会 社
〃 ０２９７１―０８ 危険な愛体験 Special ８月号 ２００９年８月１日発行 バナジー出版株式会社
〃 １３５４５―８ 月刊劇漫スペシャル ８月号 ２００９年８月１日発行 株 式 会 社 竹 書 房
〃 ０８７６１―０８ もっとすごい本当のＨ話 ２００９年８月１５日発行 インフォレスト株式会社
〃 １１４６３―８ アクション ピザッツ ディーエックス８月号 ２００９年８月７日発行 株 式 会 社 双 葉 社
〃 ０２５９２―０８ 巨乳ぷるぷる COMIC プルメロ ８月増刊号 ２００９年８月１日発行 若 生 出 版 株 式 会 社
〃 １３９９１―８ COMIC バスーカ ８月号 ２００９年８月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社
〃 １１４２０―８ アクション ピザッツ スペシャル増刊８月号 ２００９年７月２７日発行 株 式 会 社 双 葉 社
〃 １７９９９―８ COMIC ペンギンクラブ ８月号 ２００９年８月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社
〃 １３９４１―０８ コミック ホットミルク ８月号 ２００９年８月１日発行 株式会社コアマガジン
〃 １８３８７―８ 漫画 ローレンス 夏艶 ８月号 ２００９年８月１日発行 株 式 会 社 綜 合 図 書
〃 ０４１４１―８ 三行広告バカＨ ８月号 ２００９年８月１日発行 マイウェイ出版株式会社
指定の理由 著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等で

あって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第５５３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２１年８月４日から２０日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
泊 中山間地域総合農地防災（農業用用排水施設、暗きょ排水） 北海道檜山支庁
大矢谷 経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水施設） 同
伏古第４ 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水施設、暗きょ排水、土層改良） 北海道十勝支庁

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
印刷 富士プリント�
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北海道告示第５５４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

茅部郡森町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
森町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５５５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道函館土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 函館南茅部線 函館市庵原町２７６番２地先から函館市鉄山町１４６番１地先まで 平成２１年８月７日

北海道告示第５５６号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規
定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて
縦覧に供する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
福島塩釜５地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号までを順次結んだ線及び標柱１号と
標柱１１号を結んだ線によって囲まれた区域
郡 町 字 地番 標柱番号
松前郡 福島町 塩釜 ５３番 １
同 同 同 ５９番 ２
同 同 同 同 ３
同 同 同 同 ４
同 同 同 同 ５
同 同 同 ６６番１ ６
同 同 同 ６４番１ ７
同 同 同 ４９番２ ８
同 同 同 同 ９
同 同 同 ４９番４ １０
同 同 同 ４５９番３４ １１

北海道告示第５５７号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条の２第１項の規定により、次のとおり準都市
計画区域を指定する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 準都市計画区域の名称 洞爺湖準都市計画区域
２ 準都市計画区域に含まれる土地の区域
� 虻田郡洞爺湖町旭浦１番の一部、２番の一部、３番、４番の一部、５番、６番の一部、
８番の一部、９番の一部、１１番の一部、１２番の一部、１３番の一部、１４番の一部、１５番の
一部、１６番の一部、１９番の一部、２０番から２７番まで、２９番の一部、３０番の一部、３３番の
一部、３４番の一部、３５番、３６番の一部、３７番から６０番まで、６３番から８３番まで、８５番か
ら９０番まで及び９２番から９５番まで。

� 虻田郡洞爺湖町洞爺町１番の一部、５番の一部、６番から７番まで、８番の一部、９
番の一部、１１番の一部、１４番の一部、１６番の一部、１７番から２０番まで、２１番の一部、２３
番の一部、４６番の一部、４８番の一部、５０番から５７番まで、５８番の一部、５９番、６８番の一
部、７１番の一部、７２番の一部、７３番の一部、７５番の一部、７６番の一部、７７番の一部、８４
番の一部、１２３番の一部、１３２番の一部、１３５番の一部、１３６番の一部、１３７番の一部、１３９
番の一部、１４１番の一部、１４８番の一部、１５０番の一部、１５４番の一部、１５８番の一部、１５９
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番から１６０番まで、１６５番の一部、１６７番の一部、１６８番の一部、１７０番の一部、１７２番の一
部、１７３番の一部、１７４番の一部、１７５番の一部、１７７番の一部、１７９番の一部、１８１番の一
部、１８３番の一部、１８５番の一部、１８６番の一部、１９０番の一部、１９２番の一部、１９３番の一
部、１９６番の一部、１９８番の一部、１９９番の一部、２０２番の一部、２０４番の一部、２０５番の一
部、２０６番の一部、２０８番の一部、２０９番の一部、２１２番の一部、２１４番の一部、２１９番の一
部、２２１番の一部、２２５番の一部、２２６番の一部、２２７番の一部、２２８番の一部、２２９番の一
部、２３７番、２３９番の一部、２５１番の一部、２５２番の一部、２５４番の一部、２５６番から２６８番
まで、２７０番、２７３番から２７６番まで、２７８番から３０７番まで、３０９番から３１２番まで、３１４番
から３２０番まで、３２３番から３３３番まで、３４０番から３４７番まで、３４９番から３５６番まで、３５８
番から３６１番まで、３６３番から３７３番まで、３７５番から３８２番まで、３８４番から４０２番まで、
４０５番から４１７番まで、４２０番から４３６番まで、４３８番から４４１番まで、４４３番から４５１番まで、
４５２番の一部、４５３番の一部、４５４番の一部、４５７番、４５９番から４６９番まで、４７１番から４７３
番まで、４７７番から４７８番まで、４８６番から４９９番まで、５００番の一部、５０１番から５０８番ま
で、５０９番の一部及び５１０番から５１１番まで。

� 虻田郡洞爺湖町財田３８番の一部、４０番の一部、４２番の一部、４３番の一部、４８番の一部、
４９番の一部、５０番の一部、５２番の一部、５３番の一部、５５番の一部、５６番の一部、５８番か
ら５９番まで、６１番から６５番まで、６７番から７２番まで、７５番から８３番まで、８６番から９１番
まで、９５番から９６番まで、９８番から１１９番まで、１２１番から１２７番まで、１２９番から１３３番
まで、１３５番から１３７番まで、１３９番から１４１番まで、１４３番、１４６番、１４８番から１４９番まで、
１５１番から１５３番まで、１５７番、１５８番の一部及び１９８番から２１３番まで。
� 虻田郡洞爺湖町川東１４番の一部、１８番の一部、２０番から２２番まで、２３番の一部、２４番
の一部、２５番の一部、２６番の一部、３０番から４２番まで、４４番、４６番から５６番まで、５９番
から６１番まで、６３番から６８番まで、７０番から７８番まで、８０番の一部、８１番の一部、８３番、
８５番の一部、８６番から８７番まで、８８番の一部、９１番の一部、９２番の一部、９３番の一部、
９４番、９５番の一部、９７番から１００番まで、１０３番から１０６番まで及び１０９番から１１３番まで。
	 虻田郡洞爺湖町岩屋１番の一部、２番から９番まで、１１番から１３番まで、１４番の一部、
１５番の一部、１７番の一部、１８番から２６番まで、３１番から３６番まで、３７番の一部、３８番か
ら３９番まで、４１番から４３番まで、４４番の一部、４５番から４８番まで、４９番の一部、５０番の
一部、５１番の一部、５３番の一部、５５番の一部、５６番の一部、５７番の一部、５９番の一部、
６１番の一部、６２番の一部、６３番から６４番まで、６５番の一部、６６番から６７番まで、７１番、
７２番の一部、７３番の一部、７４番、７５番の一部、７７番の一部及び７８番。

 虻田郡洞爺湖町成香１番から３番まで、５番から６番まで、９番から１４番まで、１７番
から１８番まで、１９番の一部、２０番から２３番まで、３４番、３７番の一部、９８番の一部、９９番
の一部、１０４番の一部、１０５番から１０６番まで、１０７番の一部、１０９番の一部、１１２番、１１４
番の一部、１１５番の一部、１１８番の一部、１１９番の一部及び４９０番。

� 虻田郡洞爺湖町香川１番から４番まで、９番から１１番まで、１９番から２１番まで、２３番
から３１番まで、４５番の一部、５０番の一部、５１番の一部、５２番の一部、５４番の一部、５５番
の一部及び５６番の一部。

� 虻田郡洞爺湖町大原７２番の一部、７５番の一部、７６番、７８番から７９番まで、８０番の一部、
８５番の一部、８６番の一部、８７番から８９番まで、９１番、９３番の一部、９４番の一部、２４６番
の一部、２５７番から２５８番まで、２６０番から２６２番まで、２６７番から２７６番まで、２７９番から
２８６番まで、２８９番、２９０番の一部、２９１番から２９６番まで及び４４０番の一部。
 これらの区域に隣接する一般国道２３０号の東南側、主要道道岩内洞爺線の西側、町道
富丘開拓線の南側、町道財田早月線の南側及び壮瞥川の南側並びにこれらの区域に介在
する保安林を除く国有地、道有地及び町有地の全部。
（この準都市計画区域の図は北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置く。）

北海道告示第５５８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて、一般の縦覧
に供する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 函館圏都市計画道路に係る事項
� 都 市 計 画 の 種 類 道路
� 都市計画を定めた土地の区域

種 別 名 称 起 点 終 点 主な経過地
幹線街路 ３・４・３０２号 大野市街通 北斗市清水川 北斗市市渡 北斗市本町
同 ３・４・３０５号 白川通 北斗市本町 北斗市本町 同
同 ３・４・３０６号 大野橋通 北斗市向野 同 同
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

２ 函館圏都市計画河川に係る事項
� 都 市 計 画 の 種 類 河川
� 都市計画を定めた土地の区域
変更した部分
名 称 起 点 終 点
１号 常盤川 （右岸）北斗市七重浜１丁目 函館市西桔梗町
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

３ 千歳恵庭圏都市計画道路に係る事項
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� 都 市 計 画 の 種 類 道路
� 都市計画を定めた土地の区域

種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
幹線街路 ３・４・２１号 ９線通 千歳市北斗３丁目 千歳市北信濃 千歳市信濃２丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第５５９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 釧路市
２ 都市計画事業の種類及び名称 釧路圏都市計画道路事業（８・６・７号幸町公園通）
３ 事 業 施 行 期 間 平成２１年７月３１日から平成２３年３月３１日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 釧路市幸町１３丁目地内

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第１８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年７月３１日

北海道石狩支庁長 内 田 幹 秀
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロータリ除雪車（１．３ｍ／７００ｔ級）１台
（除雪トラック（４ｔ級（Ｓ）Ｗ）１台と交換）

� 除雪トラック（１０ｔ級（６×６）（Ｓ）Ｇ２Ｗ）１台
（除雪ドーザ（１９ｔ級ＳＡ）１台と交換）

� 除雪グレーダ（４ｍ級１Ｗ）１台
（除雪グレーダ（４ｍ級１Ｗ）１台と交換）

� 凍結防止剤散布車（３ｔ級（湿式）４ＷＤ）１台
２ 落札を決定した日
平成２１年７月９日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 奈良商事株式会社

イ 住 所 岩見沢市幌向南１条５丁目３９７番地３
�ア 氏 名 株式会社協和機械製作所
イ 住 所 札幌市西区発寒１５条１２丁目３番２５号

�ア 氏 名 キャタピラー北海道株式会社
イ 住 所 札幌市清田区里塚２条６丁目３番５号

�ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

４ 落札金額
� １３，１７２，２５０円
� ３３，３６９，０００円
� ３４，７７６，０００円
� １７，０００，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年５月２９日付け北海道石狩支庁告示第１１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 札幌市中央区南１１条西１６丁目２番１号

北海道石狩支庁告示第１９号

貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２４条の６の４の第１項規定により、次の貸金業者に対
し貸金業の業務について停止処分をしたので、同法第２４条の６の８の規定により公告する。
平成２１年７月３１日

北海道石狩支庁長 内 田 幹 秀
１ 住 所 札幌市清田区北野１条２丁目８番２号
２ 商号又は名称 株式会社エクセル商事
３ 代 表 者 名 長 谷 朋 之
４ 登 録 番 号 北海道知事�石第０２９０５号
５ 業務停止の期間 平成２１年７月２３日から同年９月２０日までの間の６０日間
６ 業務停止の範囲 新規（金銭の借換を含む。以下同じ。）の金銭の貸付、新規の金銭

の貸借の媒介及び新規の金銭の貸付の代理業務。
ただし、行政処分の効力発生以前に資金需要者等から申込等があり、
金銭の貸付等を行わなかったときに資金需要者等に損害が発生すると
見込まれる場合は、法に違反しない部分に関する業務についてのみ行
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うことができる。

北海道網走支庁告示第１０５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年７月３１日

北海道網走支庁長 武 田 準一郎
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
除雪トラック（１０ｔ級、６×６、（Ａ）・Ｇ・１Ｗ付）１台
（除雪トラック（７ｔ級）１台と交換）
除雪トラック（１０ｔ級、６×６、（Ｓ）・Ｇ・１Ｗ付）１台
（除雪グレーダ（３．７級）１台と交換）

２ 落札者を決定した日
平成２１年７月６日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 東北海道いすゞ自動車株式会社
住 所 帯広市大通南７丁目８番地

４ 落札金額
５８，７７６，９５０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年５月２６日付け北海道網走支庁告示第６２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道網走土木現業所企画総務部総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道教育委員会教育長告示

北海道教育委員会教育長告示第２４号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成２１年７月３１日

北海道教育委員会教育長 � 橋 教 一
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成２１年度において北海道教育委員会が締結しようとする�に定める契約に係る一般競

争入札に参加する者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地
方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２
号）第２条第３項に規定する特定役務の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２１年７月３１日に条件付一般競争入札の公告を行う

北海道公立学校校務システム構築のための現状業務分析及び
基本設計業務委託契約

� 資 格 北海道公立学校校務システム構築のための現状業務分析及び
基本設計業務委託契約に関する資格（以下「資格」という。）

� 特 定 役 務 の 種 類 北海道公立学校校務システム構築のための現状業務分析及び
基本設計業務委託

２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�、	及び
によるほか、次による。

� 単独法人とする。
� 本事業を実施するに当たり、次の要件をすべて満たすこと。
ア 北海道内に居住している失業者（現に失業している者。在職中の非正規労働者は含
まない。）を６名以上雇用することとし、本業務は道内に所在する本社又は事業所等
（本事業を実施するため、新たに設置する場合を含む。）で実施すること。
イ アで雇用する失業者については、委託契約締結後速やかに（平成２１年１０月１日ま
で）に雇用することとし、雇用期間の終期は、委託契約期間の終期以降とすること。
ウ アで雇用した者にかかる人件費（賃金、通勤手当等の諸手当、社会保険料（雇用保
険料、労災保険料等）に係る事業主負担分を含む。）が、総委託金額の５０％以上とす
ること。
エ 新規雇用する労働者（６名以上）の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申
込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図ること。
オ 受託者は、失業者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行う義
務を負うこと。なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、
職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等による
こと。
カ 平成２１年北海道告示第８号に規定する情報システムの開発の資格を有すること。
キ 情報セキュリティマネジメント（ＩＳＭＳ）認証を受けていること、または、プラ
イバシーマークの付与認定を受けていること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
平成１６年北海道告示第４４７号の２による。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２１年７月３１日（金）から同年８月３１
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日（月）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時か
ら午後５時までの間に行わなければならない。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提
出先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わ
なければならない。

ア 提 出 先 の 名 称 北海道教育庁総務政策局教育政策課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２３１－４１１１（内線３５－４１７）
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続き並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで及び�、４の�及び�並びに５の

�による。

北海道教育委員会教育長告示第２５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協
定の適用を受ける。
平成２１年７月３１日

北海道教育教育委員会教育長 � 橋 教 一
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
北海道公立学校校務システム構築のための現状業務分析及び基本設計業務委託 一式

� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による
� 契 約 期 間 契約締結日から平成２２年３月３１日まで
� 納 入 場 所 入札説明書による
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２１年北海道教育委員会教育長告示第２４号に規定する北海道公立学校校務システム構
築のための現状業務分析及び実施設計業務委託契約の資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
北海道教育庁総務政策局教育政策課

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館９階会議室（送付等

の場合は、郵便番号０６０－８５４４ 札幌市中央区北３条西７丁目
北海道教育庁総務政策局教育政策課）

� 入 札 日 時 平成２１年９月１０日（木）１０時（送付による場合は、必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４版用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量２５０グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。電子メール
送信による交付を希望する場合は、契約に関する事務を担当す
る組織に電子メール（kyoiku.kyosei1@pref.hokkaido.lg.jp）で申
し込むこと。
また、北海道教育庁総務政策局教育政策課のホームページ

（http : //www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/index.htm）におい
てダウンロードすることができる。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４８８号の３の�によるほか次による。

� 入札の方法及び落札者の決定
この入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０の２に規定する総合評価一般競争入札の
方法によるので、入札に参加しようとする者は、入札書の提出とあらかじめ契約の対象
となる役務の仕様書で指示している提案事項を記載した提案書を提出しなければならな
い。
また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、同条第３項の規
定による落札者決定基準により、価格その他の条件が最も有利なものをもって入札をし
た者を落札者とする。
なお、開札において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者及びその
入札価格のみを発表することとするが、落札者は、落札者決定基準に基づき、入札価格
及び提案内容を評価の上、後日決定し、当該落札者及びその他の入札者に対し通知する。

� 落 札 者 決 定 基 準 落札者決定基準は、入札説明書による。
８ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�からまで及び�から�までによるほか、
次による。
� 入札説明の日時及び場所
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ア 日 時 平成２１年８月５日（水）９時３０分
イ 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館８階１号会議室

� 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁総務政策局教育政策課
イ 所 在 地 郵便番号０６０－８５４４ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２３１－４１１１（３５－４１７）
９ Summary

Ａ．Nature and quantity of the services to be procured :

General commission for analysis of school data proccessing system and subsequent basic

construction of a software program for use in Hokkaido public schools. 1 set

Ｂ．Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M. September 10, 2009

Ｃ．Contact : Educational Policy Division, Bureau of Administration and Policy, Hokkaido

Board of Education

Address : Kita 3, Nishi 7, Chuo-ku, Sapporo, 060-8544 Japan

Phone : 011-231-4111 Ext. 35-417

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法の規定に基づく講習に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年７月３１日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第１２号

道路交通法の規定に基づく講習に関する規則の一部を改正する規則
道路交通法の規定に基づく講習に関する規則（平成元年北海道公安委員会規則第９号）の
一部を次のように改正する。
第２６条の７第１項中「安全運転学校」の次に「及び安全運転教室」を加える。
第４３条第１項中「法第１０８条の２第１項及び第２項に規定する講習の実施」を「講習」に
改め、「掲げるもの」の次に「の実施」を加える。
第４４条第１項中「前条第１項の」の次に「規定による」を加え、「の各号に定める」を
「に掲げる」に改め、同条第３項を削る。
第４５条第１項中「前条第３項の委託書の交付を受けた」を「第４３条第１項の規定による委
託を受けようとする」に、「次条」を「次条第１項」に改め、同条第２項第３号中「前各
号」を「前２号」に改める。
第４６条第１項中「が第４４条第３項の委託書の交付を受けた者（以下「受託者」という。）
と毎会計年度」を「又は方面本部長が」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「警察本

部長」の次に「又は方面本部長」を、「受託者」の次に「（講習の実施の委託を受けた者を
いう。以下同じ。）」を加え、「の各号」を削り、同項第４号中「前各号」を「前３号」に
改める。
第５８条第１項中「結果を」の次に「警察本部長又は方面本部長を経由して」を加え、「及
び警察本部長」を削る。
第６１条第３項を削り、同条第４項中「警察本部長」の次に「又は方面本部長」を加え、同
項を同条第３項とする。
別記様式第１７号を次のように改める。
別記様式第１７号 削除
別記様式第２４号を次のように改める。
別記様式第２４号 削除

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

正 誤

○平成２１年７月１７日（第２０９４号）
北海道告示第５２６号（知事権限に係る保安林の指定の予定）及び北海道告示第５２７号（農林
水産大臣権限に係る保安林の指定の予定）の目次中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
目次
誤
○知事権限に係る保安林の指定の予定………………………………（治山課） ２５
○農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定……………………（治山課） ２６
正
○知事権限に係る保安林の指定の予定（２件）……………………（治山課） ２５
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